


















仕 様 書 

 

  本業務は、公園緑地等維持管理標準仕様書（令和７年 １月改訂（平成２３年１月制定）

広島市都市整備局緑化推進部）により施行すること。 



特 記 仕 様 書 

 

 

１ 本特記仕様書は、平和記念公園噴水池その他清掃業務に適用する。 

 

２ 施行か所は、別紙位置図のとおりとする。 

 

３ 業務の施行対象、工種区分及び施行回数は、別紙業務工程表のとおりとする。 

 

４ 業務の施行時期は、原則として別紙業務工程表に従うものとする。ただし、本市の

指示のある場合はこの限りではない。 

 

５ 業務を施行する時は、現場に現場責任者が常駐すること。 

 

６ 業務施行に際しては、次の各号に揚げる事項に十分留意すること。 

⑴ 清掃においては、池内を排水し、棒ズリ等を用いて苔、藻等を除去し、小石、落

ち葉、汚泥、ゴミ等の堆積物を搬出すること。また、必要に応じて薬剤を使用して

清掃すること。 

⑵ 池内の施設及び目地を損傷する恐れのある手段又は薬剤は使用しないこと。 

⑶ 堆積物内に貨幣がある場合には、これを分別収集し、本市まで報告すること。 

⑷ 業務の施行により生じる廃棄物は、これを集積し、速やかに搬出し環境保全に充

分留意して処分すること。 

⑸ 池内に給水する場合は、ポンプ等の点検が終了した後とすること。 

⑹ 折鶴台屋根清掃は、来園者に配慮し、早朝に行うこと。また、ガラス屋根を傷つ

けないようにするため、極力屋根の上に登らないように施行すること。 

⑺ 噴水池清掃は噴水池のみではなく、ポンプ等に付着した水垢等の清掃まで行うこ

と。特に、ドーム横噴水池については、ピット内にポンプを設置しており、これを

忘れずに清掃し、作業記録写真を撮影すること。 

 

７ 業務施行中は、清掃作業中である旨を示す表示板を掲げ、来園者によくわかるよう

にすること。 

 

８ 業務施行中は、公園利用者の安全に配慮すること。 

 

９ 報告事項 

⑴ 受注者は、契約後直ちに、また、必要に応じて標準仕様書で指示する書類を提出

すること。 

⑵ 業務実施後は、作業日誌、作業時の写真等を作成し、所定の業務実施報告書に添

付のうえ、支払い月の業務完了後１４日以内（閉庁日を含む。）に発注者に提出し、

検査を受けるものとする。 

 

10 受注者は、その責めに帰すべき理由により第三者に損害を与えた場合には、その賠

償の責を負わなければならない。 

 

11 本特記仕様書に定められていない事項については、必要に応じて発注者と受注者と

が協議して、これを定める。 



　　　業　務　工　程　表

場　所 工　種 回数 備　考

噴水池 祈りの泉 4 〇 ○ ○ ○ 噴水池清掃A

原爆ドーム横 5 ○ ○ ○ ○ ○ 噴水池清掃B

　

池　泉 平和の池 3 ○ ○ ○ 池泉清掃A

平和の時計塔 4 ○ ○ ○ ○ 池泉清掃B

　

　

屋　根 折鶴台 5 ○ ○ ○ ○ ○ 折鶴台屋根清掃

　

　

１２月 １月 ２月 ３月４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月
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